


【国保】 
 

F-42 配合剤を増量する場合の単剤の増量（例：ARB＋Ca拮抗剤の配合

剤に ARB又は Ca拮抗剤の単剤を許容量まで追加） 

 

《令和 5 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、配合剤を増量する場合の単剤の増量について、例として、

ARB＋Ca 拮抗剤の配合剤に ARB 又は Ca 拮抗剤の単剤を許容量まで追

加することは認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 配合剤を処方する場合において、効果不十分なため含有成分と重複する

他剤を追加することはあるが、その場合においても、各成分の単剤での上

限量範囲内で追加されることが妥当。 

 


